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【第４次入間市地域福祉計画について】 

第４次入間市地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づく計画とし、令和６年３月に第３次元気ないるま福祉プラン（行政計画）

の一部として、令和６年度から令和１０年度までの計画期間に合わせて策定しました。 

また、同計画は、５年毎に見直しを行い、年度毎に進捗管理を行っています。 

 

【令和６年度の取組に関する評価について（計画期間１年目）】 

令和６年度の取組は、本計画期間の１年目として、全体で 52 項目の取組が関係団体において行われました。 

また、評価方法は、取組を行った関係団体が自己評価を行い、同取り組みに対して令和７年度に当委員会の評価として次表のとおり

委員の意見を付しました。 

本計画期間（１年目）の各取組は、Ａ評価の項目が半数を超えており、Ｂ評価を含めると概ね取組は順調に行われていると考えられ

ますが、権利擁護や市民の相互援助活動の一部においてＣ項目があり、改善を要する項目もありました。(次の評価一覧表参照) 

次年度の取組において、Ａ評価の項目の継続的な取組とＢＣ評価の項目がＡ評価となるように、必要な対応を行ってください。 

 

【委員評価結果】 

Ａ評価 29項目（55.8％） Ｂ評価 20 項目（38.5％） Ｃ評価 3項目（5.8％） 合計 52項目（100％） 

 

【評価基準】 

・Ａ評価…全ての項目（ア～エ）に取り組みを行い、一部でも効果があるもの 

・Ｂ評価…全ての項目（ア～エ）に取り組みを行っているもの 

・Ｃ評価…項目（ア～エ）の一部で取り組みの改善が必要なもの 

  



評価シート１ 評価一覧表（Ⅰ 相談支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 担当または団体 委員 

評価 

意見  項目 担当または団体 委員 

評価 

意見 

Ⅰ１(1) ア 総合相談支援室 Ａ 継続  ３(2) イ 障害者支援課 Ｂ 要改善 

 ア 各地区センター Ａ 継続  ウ こども支援課 Ａ 継続 

 イ 教育センター Ｂ 要改善  エ 人権推進課 Ｂ 要改善 

 ウ 高齢者支援課 Ａ 継続 ３(3) ア 福祉総務課 Ｂ 要改善 

 ウ 総合相談支援室 Ａ 継続  ア 成年後見センター Ａ 継続 

 ウ 地域保健課 Ａ 継続  イ 成年後見センター Ａ 継続 

 エ こども支援課 Ａ 継続  ウ 高齢者支援課 Ａ 継続 

 １(2) ア 福祉総務課 Ｂ 要改善  ウ 成年後見センター Ａ 継続 

 ア 社会福祉協議会 Ａ 継続 ３(4) ア 福祉総務課 Ｃ 要改善 

 イ 障害者支援課 Ａ 継続  ア 成年後見センター Ｃ 要改善 

 ２(1) ア 福祉総務課 Ａ 継続  イ 福祉総務課 Ａ 継続 

 ア 社会福祉協議会 Ａ 継続  イ 成年後見センター Ａ 継続 

 ３(1) ア 高齢者支援課 Ａ 継続  ウ 福祉総務課 Ｂ 要改善 

 ア 障害者支援課 Ａ 継続  ウ 成年後見センター Ｂ 要改善 

 ア 介護保険課 Ａ 継続      

 イ 障害者支援課 Ｂ 要改善      

 イ 地域保健課 Ａ 継続      

 ３(2) ア 高齢者支援課 Ｂ 要改善      
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評価シート２ 評価一覧表（Ⅱ 地域づくり支援）     評価シート３ 評価一覧表（Ⅲ 居場所づくり支援） 

 
項目 担当または団体 委員 

評価 

意見  項目 担当または団体 委員 

評価 

意見 

Ⅱ１(1) ア 高齢者支援課 Ｂ 要改善 Ⅲ１(1) ア 社会福祉協議会 Ｂ 要改善 

 １(2) ア 社会福祉協議会 Ｃ 要改善  イ 社会福祉協議会 Ａ 継続 

 イ 社会福祉協議会 Ｂ 要改善  ウ 都市計画課 Ｂ 要改善 

 １(3) ア 地域振興課 Ａ 要改善  １(2) ア 福祉総務課 Ｂ 要改善 

 イ 地域振興課 Ｂ 要改善  イ こども支援課 Ａ 継続 

      ウ 総合相談支援室 Ａ 継続 

      エ 生活支援課 Ａ 継続 

      ２(1) ア 地域振興課 Ａ 継続 

      ２(2) ア 総合相談支援室 Ａ 継続 

      ア 人権推進課 Ｂ 要改善 

      ３(1) ア 危機管理課 Ａ 継続 

      ア 高齢者支援課 Ｂ 要改善 

      ア 障害者支援課 Ｂ 要改善 

      ３(2) ア 市民安全課 Ｂ 要改善 

      イ 市民安全課 Ｂ 要改善 
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第４次入間市地域福祉計画令和７年度評価（令和６年度推進１年目） 評価書 

 

評価シート１  Ⅰ 相談支援 

 

１ 包括的相談支援体制

の整備（計画 P21） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1) 断らない相談窓口体制

の強化（計画 P21） 

ア 包括的相談支援体 

制の整備 

ア【総合相談支援室】 

「総合相談支援室」と市

内９か所の「地区センタ

ー」で相談を受け、専門的

な内容については、関係部

署・専門機関と連携を図る

等、包括的な支援を行って

います。 

 

ア【総合相談支援室】 

分野別延べ相談件数は令和 5年度より、

1,287 件増加するなど、福祉の相談から相

続や離婚などの暮らしの相談まで、相談者

の属性を問わない包括的な相談支援を行

いました。 

関係課所との横軸の連携を図り、個別事

例にかかる情報共有、支援方針の検討及び

支援体制の確立等、包括的な支援を進めて

いくため「総合相談支援検討委員会」を設

置し、複雑化・複合化した課題に対するた

めの庁内の連携体制に努めることができ

ました。 

「暮らしと福祉の困りごと何でも相談

会」を地区センターにて開催し、地区セン

ター福祉総合相談窓口機能等の周知及び

相談対応業務を行う職員の技能向上を図

りました。9組（暮らしの相談 4件、福祉

の相談 5件）の相談があった。 

 

Ａ 【評価】 

・支援体制の整備はできており、

評価妥当。 

【課題・意見等】 

・相談窓口をより身近なものに

するための周知方法などの工

夫が必要。 

ア【各地区センター】 

・社会福祉協議会、総合相談

支援室と「暮らしと福祉の

困りごと何でも相談会」を

開催しました。 

・社会福祉協議会、地域包括

支援センター等が参加す

る「相談事例検討の勉強

会」に参加しました。 

・地区センターだよりにて

福祉総合相談窓口機能に

ついて周知しました。 

・広報いるま３月号にて福

祉総合相談窓口機能を含

めた地区センターの特集

記事を掲載し、周知を図り

ました。 

 

ア【各地区センター】 

「暮らしと福祉の困りごと何でも相談

会」において、令和７年１月 24 日午前 10

時から午後４時までで９組の利用があり

ました。「暮らしと福祉の困りごと何でも

相談会」について、広報いるまへの掲載、

地区センターだより、ホームページ掲載等

で周知しました。（暮らしの相談４件、福

祉の相談５件） 

課題として、相談者の年齢層の偏りがあ

り、幅広い年齢層の参加を促すための検討

が必要と感じます。 

Ａ 【評価】 

・地区センターでの相談窓口の

支援体制が整備されており、評

価妥当。 

【課題・意見等】 

・福祉総合相談窓口や困りごと

何でも相談会は、周知方法など

の工夫が必要。 

イ スクールカウンセ 

ラーによる相談支 

援   

イ【教育センター】 

小学校には、月１回、中

学校には、月２回（８校）

もしくは毎週（２校）勤務

し、児童生徒及び保護者の

カウンセリングを行って

います。 

イ【教育センター】 

学校と連携し、児童生徒や保護者と定期

的に面談を実施し、家庭や学校の支援を行

うことができました。相談活動の取り組み

は十分ですが、教職員などとの連携を改善

して効果を高めていきたいと考えていま

す。 

 

Ｂ 【評価】 

・定期的な活動により、一定の評

価は妥当。 

【課題・意見等】 

・教職員等との更なる連携が必 

要。 

ウ ひきこもり支援の 

充実 

ウ【高齢者支援課】 

・地域包括支援センターは

高齢者の総合相談窓口と

して相談を受け付け、土曜

日も相談体制があります。 

・地域包括支援センター主

催のオレンジカフェは

ウ【高齢者支援課】 

・高齢者支援課・包括支援センターで 2,478

件の相談を受けました。平日以外にも相談

体制を整えたことで、高齢者の子世代から

の相談にも結び付きました。 

・オレンジカフェに延べ1,340人が参加しま

した。多くの方が来所されたことで、認知

Ａ 【評価】 

・平日以外の相談体制の構築や

相当数の対応件数があり、評価

妥当。 

【課題・意見等】 

・医療機関連携による早期発見

や直接支援に加え、家族向けの
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135 回開催しました。 

・家族会は６地区で 59 回開

催しました。 

症の普及啓発になりました。 

・家族会の開催により、延べ 423 人が参加し

ました。介護者同士での情報交換ができた

り、介護者のリフレッシュになったりする

ことで介護負担が軽減されました。 

 

サポート等の更なる強化が必

要。 

ウ【総合相談支援室】 

「総合相談支援室」と市

内９か所の「地区センタ

ー」で相談を受け、専門的

な内容については、関係部

署・専門機関と連携を図る

等、包括的な支援を行って

います。 

 

ウ【総合相談支援室】 

相談に係る諸問題を庁内各担当課や関

係機関と共有連携し、包括的な相談支援を

行いました。 

Ａ 【評価】 

・関係機関との連携が取れてお

り、評価妥当。 

ウ【地域保健課】 

・精神保健福祉相談の重層

的な支援を構築するため、

精神保健担当者連絡会議

（年６回）に総合相談支援

室にも出席していただき、

相談の連携を図り切れ目

のない支援を実施しまし

た。 

・総合相談支援室と地域保

健課にて相談体制や就労

支援準備等との連携体制

について協議しました。 

 

 

 

・総合相談支援室や地域保

健課に来所した保健医療

や経済的な課題を抱える

複合的な相談ニーズのあ

る市民に対してタブレッ

トを通じて初期相談を対

応しました。 

・ひきこもりの方への訪問

を実施しました。 

ウ【地域保健課】 

・精神保健福祉担当者連絡会議（奇数月年

６回）に定期的に出席していだだくこと

になり、早期にケースを共有することが

でき、連携しやすくなりました。福祉と

保健の分野の連携により切れ目ない支援

ができました。 

 

 

・令和６年度は、生活支援課社会福祉士とワ

ーカーズコープの職員で、ケース会議を行

いました。メンタルヘルスに課題がある方

やひきこもり状態にある方の就労支援は

両輪であることも共有認識が持て、いるま 

ぴあのメンバーが就労準備支援につなが

るケースが増えました。 

・就労との連携がしやすくなりました。 

 

 

 

 

 

 

・訪問を実施することでひきこもりの方へ

の信頼関係を築くことができました。 

Ａ 【評価】 

・ケース会議等で福祉と保健の

連携が取れており、評価妥当。 

エ 子ども家庭セン 

ター 

エ【こども支援課】 

こども家庭センターの

設置後、母子保健と児童福

祉の両輪で切れ目のない

支援を行いました。 

エ【こども支援課】 

母子保健と児童福祉の両者間で情報共

有やアセスメント、対応方針を決めて対応

しました。また、支援の必要な家庭に対し

て作成するサポートプランの作成を増や

していきます。令和６年度にこども家庭セ

ンターが設置され、母子保健機能と児童福

祉機能の連携を意識した支援が図れまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 【評価】 

・母子保健と児童福祉の連携強

化が図れており、評価妥当。 
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(2) アウトリーチも含め、

継続的につながる伴走

支援（計画 P25） 

ア 地域福祉コーディ 

ネーターの配置 

ア【福祉総務課】 

入間市社会福祉協議会

に補助金を交付して活動

を支援し、福祉相談窓口の

充実や地域団体の支援に

より、早期発見、早期対応

を可能とする体制整備を

図りました。 

入間市社会福祉協議会

の支援を通じた地域ささ

えあい組織５団体の活動

として、地域住民が主体と

なり、ゴミ出し、買い物代

行、庭の草取り、通院同行

等の家事支援等の活動を

行いました。 

ア【福祉総務課】 

 入間市社会福祉協議会の地域福祉コー

ディネーター５人の地域活動により、相談

窓口の充実や連携が図られました。 

地域ささえあい組織５団体を合計して

1,034 件の活動を行いました。 

地域ささえあい組織及び自治会団体の

活動により、公的制度の狭間のニーズに対

応する住民活動を行いました。 

地域ささえあい組織の理想は、福祉圏域

に１団体の９団体を設置したいが、構成員

の高齢化により現団体の維持が困難との

課題。自治会単位の地域活動４団体を確認

しているが、市内全域では未調査のため、

把握しきれていない状況です。 

Ｂ 【評価】 

・全市的な活動や広域活動に向

けて取組みをしていく必要が

あり、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・市内全域への周知方法の工夫 

が必要。 

ア【社会福祉協議会】 

・福祉困りごと何でも相談

支援センターでは、５名の

地域福祉コーディネータ

ーが主にアウトリーチに

よる生活の困りごとの総

合相談とその解決を図る

ため関係機関との調整を

行いました。 

・総合相談支援室と地区セ

ンターと共催の「暮らしと

福祉の困りごと何でも相

談会」を実施しました。 

ア【社会福祉協議会】 

・新規相談 139 件、延べ支援活動件数 1,315

件実施しました。（※アウトリーチを含む） 

12 月より、相談管理システムを導入し、地

区ごとの社会資源を含めたデータ共有が

効率よくできるようになりました。個別支

援においては、総合相談支援室、地域包括

支援センターなど関係機関と連携して相

談対応することができました。 

・令和７年１月 24 日に東金子地区センター

で開催した際には、暮らしの相談４件、福

祉の相談５件を対応しました。 

各関係機関と連携した相談対応と、社会

資源の充実が課題となっています。今後は

相談ニーズが高い「権利擁護」相談にも対

応できる体制づくりを行います。 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

・関係機関と連携した相談対応

図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・相談内容を伝えたくない相談

者の対応として、ＡＩの自動オ

ペレーターなどの相談体制の

研究が必要。 

・出張相談会の周知方法の工夫 

が必要。 

イ 障がい相談支援体 

制の充実 

イ【障害者支援課】 

相談支援事業所連絡会

（年 10 回実施）や委託相

談事業所会議（年 6 回実

施）などを定期的に開催し

ました。また、相談支援ア

セスメント研修を令和 6

年 10 月 18 日に開催し、22

名が参加しました。 

イ【障害者支援課】 

研修や事例検討会などを定期的に継続

して行い、情報共有や関係機関との連携が

円滑になりました。 

相談アセスメント研修は、相談の質の底

上げを図るため、市内全ての相談支援専門

員が受講してもらうよう同内容を３か年

にわたり開催しています。（令和 6 年度は

2回目。）また、相談アセスメント研修を実

施し、相談技術の向上につながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 【評価】 

・定例会議や相談支援体制の整

備が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・アセスメントは相談支援に重

要なため、繰り返しの開催が必

要。 
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２ 地域課題解決のため

の体制強化（計画 P26） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1)地域福祉ネットワーク

の推進（計画 P26） 

 ア 地域内での福祉活 

動推進・新たな小地 

域ネットワークの 

検討 

ア【福祉総務課】 

民生委員・児童委員によ

る年間の相談や支援は、

3,451 件、その他活動は、

32,994 件実施しました。 

ア【福祉総務課】 

  福祉圏域９地区の市内の全てを活動範

囲とする地域福祉活動で、高齢者及び児

童の相談や支援等により、見守りや早期

発見を可能としています。地区により委

員が欠員となっていますので、担い手不

足が課題です。 

 

Ａ 【評価】 

・民生委員や児童委員による相

当件数の相談や支援が行われ

ており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・民生委員・児童委員の担い手

不足への対応が必要。 

ア【社会福祉協議会】 

・第１層協議体の設置 

第１層コーディネーター

を中心に市全域の『ごみの

課題』を運搬と分別に分け

て、様々な方と(区長・民

生・健康推進クラブ・福祉

従事者・行政・社協等)自分

事としてなぜ困っている

のか話し合い、具体的な解

決策についても話し合い

を行いました(会議回数３

回)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・担い手の養成と発掘を行

いました。 

ア【社会福祉協議会】 

・話し合いを重ねた結果ゴミの分別に関し

ては、伝えたら分かる方に対しての支援と

して『ゴミ分別アプリの講座を開催するこ

と』と『分かりやすいゴミ分別カレンダー

を豊岡高等学校の協力を得て作成をする

こと』に決定しました。高校生との連携継

続に向けた仕掛けづくりも検討していく

必要があります。また紙媒体で印刷する際

の費用が課題です。ゴミの運搬に関しては

『見守りボランティア事業の充実』につい

て話し合っていくことに決まりました。 

様々な立場の方に自分事とし、高齢者

の困りごとについて考え・具体的な解決

方法まで話し合うことができました。多

様な主体の協働による地域力の向上にも

繋がる可能性があります。行政、福祉関

係者、地域住民という異なる立場の連携

を通じて、地域包括ケアの基盤強化に寄

与しました。カレンダーの作成という成

果物だけでなく、見守りボランティア事

業の充実と、今後の課題共有や継続的な

協議の土台をつくり、持続可能な生活支

援の一助としていきます。 

・第１層生活支援コーディネーターが担当

している『いるまの男塾』の OB を地域活

動へ結びつける３つの会(歌を歌う会・声

掛け運動の会・学び＋楽しむ会)を新たに

立ち上げました(OB 20 名程)。 

この取り組みは、男性の地域デビューを

促進し、持続的な地域参加へとつなげてい

ます。グループを結成し、歌の披露と交流

などをとおして通所型サービスＢや介護

予防教室への訪問活動（計４か所）を継続

的に行っていることは、地域貢献と当事者

の生きがいづくりの両面で評価できます。

さらに赤い羽根募金や、歳末助け合い運動

（計２回）といった地域福祉活動への参画

は、参加者自身が「支援される側」から「支

援する側」へと役割を広げていることを意

味しており、地域福祉の担い手としての意

識向上が図られています。また、楽しむ＋

学ぶ会のように、日中の学びと夜の交流を

組み合わせた仕掛けは、単なる娯楽や交流

にとどまらず、メンバーの自己実現を後押

ししており、多面的な社会参加の形を実現

しています。 

 

 

 

 

Ａ 【評価】 

・担い手の発掘として、生活支援

コーディネーターの活動によ

り、新規団体の立上げなど、評

価妥当。 

【課題・意見等】 

・ボランティア事業の担い手不

足や既存団体の充実が課題。 

・担い手の社会参加の周知方法

の工夫や今後の取り組みが必

要。 
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３ 権利擁護支援の体制

整備（計画 P28） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1) 人権と本人意思の尊重 

ア 権利擁護を必要と 

する方への意思決 

定支援への配慮 

  （計画 P29） 

ア【高齢者支援課】 

成年後見人市長申し立

てを行っています。 

ア【高齢者支援課】 

判断能力が低下し、権利擁護を必要とす

る方に対し、地域包括支援センター等の支

援機関と連携の上、早期に介入し、本人に

とって不利益にならないように意思決定

支援を行ってきました。令和６年度は 23

件の市長申し立てがありました。 

 

Ａ 【評価】 

・市長申立による支援が図れて

おり、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・継続的な研修の実施や研修方

法の検討が必要。 

ア【障害者支援課】 

障害者自立支援協議会、 

障害福祉審議会の各委員

や商工会会員、相談支援専

門員、市職員などを対象に

令和 7 年 3 月 10 日に障害

平等研修を行いました。

（参加者は 23 名。） 

 

ア【障害者支援課】 

各委員や相談支援専門員、市職員の障害

の理解促進につながりました。 

今回は、商工会会員に参加いただくこと

で、事業者に障害者の権利や配慮について

周知することができました。 

Ａ 【評価】 

・協議会等の団体、専門家、職員

への研修により、障害者への理

解が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・継続的な研修の実施や研修対

象者の検討が必要。 

ア【介護保険課】 

ケアマネジャーに対し、

認知症等により判断能力

が低下している方に対し

てもご本人に内容を理解

してもらった上でケアプ

ランを作成するように指

導を実施しています。 

ア【介護保険課】 

令和６年度は４事業所に対し運営指導

を実施し、ケアプラン作成に同意を得てい

るかを確認したところ、全ての事業所で利

用者から書面で同意を得ていることを確

認できました。認知症等により判断能力が

低下している方に対して、意思確認した内

容を書面に残しておくことの重要性を周

知できました。 

 

Ａ 【評価】 

・施設への運営指導により、認知

症等で認知機能が低下している

者に対する配慮が図れており、

評価妥当。 

【課題・意見等】 

・研修方法の検討が必要。 

イ 障がい者への合 

理的配慮の推進 

イ【障害者支援課】 

令和６年４月より合理

的配慮の提供が義務化さ

れたことから、令和 6年 4

月 24 日に商工会の定例会

に参加し、周知を行いまし

た。 

 

イ【障害者支援課】 

障害の理解促進と障がい者への合理的

配慮の推進を図りました。今後は実例を用

いて具体的な対応例などの説明を行い、障

害者が生活しやすい地域としていきます。 

Ｂ 【評価】 

・合理的配慮の説明が実施され

ており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・他団体への周知方法の工夫や

研修内容の充実が必要。 

イ【地域保健課】 

障がいのある人もない

人も障がいへの理解を深

め障がい者の社会参加を

促進するため、ボランティ 

ア団体や障がい者団体へ

の活動の場を提供すると

共に、連絡会を通してネッ

トワークの構築を図りま

す。 

福祉部門登録団体連絡

会議（28団体）を年に１度

開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ【地域保健課】 

障がい者団体と地域のボランティア団

体との意見交換の中で、障害者へ理解と社

会参加を促進するための連携が図れまし

た。（6/29 開催、29 団体参加） 

  年１回ですが、団体間の情報共有、団体

の活動について理解できました。 

Ａ 【評価】 

・多団体とのネットワークの構

築が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・団体活動の理解は行われたが、 

次のステップとして、フォロー 

が必要。 
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(2)虐待防止対策の推進 

  ア 高齢者虐待防止 

の推進（計画 P30） 

ア【高齢者支援課】 

・チラシの設置や「#7171」

のポスターの掲示を行い

ました。 

・「高齢者虐待対応専門員研

修」、「高齢者虐待対応専門

員フォローアップ研修」を 

受講しました。 

・虐待対応専門職チームの

制度を利用し、事例検討会

を３回開催し、その中でケ

ース５件を検討しました。 

・虐待対応専門職チームの

制度を利用します。 

 

ア【高齢者支援課】 

・「高齢者虐待対応専門員研修」は、高齢者

支援課職員・地域包括支援センター職員

計 17 名が受講しました。「高齢者虐待対

応専門員 

フォローアップ研修」については、14 名

の申し込みがありました。 

高齢者施設虐待が増加しています。ま

た、高齢者虐待防止のポスターやチラシ

の設置をしていますが、通報先の周知が

不十分であるため、引き続き周知を続け、

効果を高めていきたいと考えています。 

Ｂ 【評価】 

・研修等により、高齢者虐待防止

が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・虐待防止の周知方法の工夫や

施設職員への研修や研修方法

の検討などが必要。 

 イ 障がい者虐待防止

の推進 

 

イ【障害者支援課】 

県の障害者虐待防止研

修への参加（令和 6年 8月

8日）や相談アセスメント

研修を実施（令和 6 年 10

月 1 日）しました。 

イ【障害者支援課】 

職員の相談技術の向上につながりまし

た。 

十分な取り組みでしたが、今後はグルー

プホームなどのサービス提供事業所と話

し合う場を作り、利用者との関わり方や困

りごとなどを共有することで、虐待防止を

図っていきます。 

Ｂ 【評価】 

・研修等により、障害者虐待防止

が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・研修だけではなく、グループホ

ームなどのサービス事業所と

の話し合いにより共有化を図

り、具体的なサポートにつなげ

る取組が必要。 

 

 ウ 児童虐待防止の 

推進 

ウ【こども支援課】 

子ども家庭相談では延

10,030 件の相談に対応し

ました。 

要保護児童対策地域協

議会では、実務者会議 12

回/年や個別ケース会議等

を実施しました。 

 

ウ【こども支援課】 

要保護児童の早期発見や予防に努めま

した。虐待人数 144 名（参考：Ｒ5年度 207

人）。 

相談件数は横ばいの状況ですが、虐待の

人数は減少しています。 

Ａ 【評価】 

・虐待の人数は減少しており、評 

価妥当。 

エ ＤＶ防止の推進 エ【人権推進課】 

・ＤＶ相談及び女性のため

の悩みごと相談を実施し

ました。 

・デートＤＶ防止啓発カー

ドを配布しました。（県依

頼事業） 

・入間市ＤＶ対策庁内連絡

会議を開催しました。 

・パープルリボンキャン 

ペーンを実施しました。 

エ【人権推進課】 

市民や市内事業所、庁内関係各課へ向け

た啓発活動に取り組み、ＤＶ防止の推進及

びＤＶで悩んでいる方を相談へつなげる

ことができました。 

・通年実施で、Ｒ６女性の悩みごと相談件数

455 件（うちＤＶ関連 78 件） 

・市内スーパー、成人式、ＤＶ対策庁内連絡

会議にて計 800 部配布し、市民の意識を高

めました。 

・令和６年９月 24 日に開催し、関係課で認

識を共有しました。 

・令和６年 11 月 25 日～11 月 30 日の間、イ

ルミン２階にて啓発展示や夜間の本庁の

ライトアップを実施し、市民の意識を高め

ました。 

ＤＶ相談の件数も増えていることから、

今後もＤＶ防止の推進のため、啓発事業や

相談事業を継続して実施していきます。 

課題として、他部署からＤＶ案件として

当課へつながったものの、話を聞くと該当

する案件ではなく、再度担当課へつなぐよ

うな事案（たらい回しの状態）があるため、

当課含め、相談を受けた部署が詳しく話を

聞く必要性を感じます。 

 

Ｂ 【評価】 

・周知状況の成果はあるが、たら

いまわしの状態等があると考え

られるため、評価相当。 

【課題・意見等】 

・関係各課との情報共有を更に

図る取組が必要。 
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(3)権利擁護支援の理解促 

進と利用支援 

（計画 P31） 

 ア 成年後見利用支援 

ア【福祉総務課】 

・令和６年度に成年後見の

中核機関に社会福祉協議

会を位置付けました。成年

後見制度に関して、社協だ

よりや社協ホームページ、

成年後見センターパンフ

レット等を通じて広く制

度の周知を行っています。 

 

ア【福祉総務課】 

・効果的な周知方法、目標設定や評価方法に

ついて協議を行い、令和７年度以降に計画

の策定などを通じて既存の取り組みの改

善を行っていきます。 

福祉総務課主催で成年後見制度の普及

を目的に広く市民を対象にした成年後見

等無料相談会を実施し、高齢者の方や障害

者の方に関わる相談にも幅広く対応しま

した。（相談者４組、実施団体：コスモス成

年サポートセンター） 

 

Ｂ 【評価】 

・既存の取り組みは、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・周知方法の工夫や幅広い相談

体制の検討、利用促進対策など

の今後の取り組みが必要。 

ア【成年後見センター（社

協）】 

社協だよりや社協ホー

ムページ、成年後見センタ

ーパンフレット等を通じ

て広く制度の周知を行い

ました。 

ア【成年後見センター（社協）】 

パンフレット等の配付に加え、成年後見

制度のミニ講座を 3 回実施し計 116 名の

方にご参加頂き、制度の周知と理解促進を

図りました。 

周知については HP での周知に併せ、

LINEでの周知を行うことにより60代以下

の方の参加率が 45%となり、当事者だけで

なく、家族等の関心のある層の参加に繋げ

ることができました。 

 

Ａ 【評価】 

・SNS（LINE 等）を利用した周知

に一定の効果があり、利用促進

が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・SNS以外の周知方法の工夫が必 

要。 

 イ 福祉サービス利用

援助事業の利用促

進 

イ【成年後見センター（社

協）】 

成年後見制度ミニ講座

にて福祉サービス利用援

助事業についての講座を

行いました。 

イ【成年後見センター（社協）】 

市民への事業周知と利用促進につなが

りました。福祉サービス利用援助事業と成

年後見制度との関連性や制度上の相違点

等についてご理解を頂き、利用促進に繋が

りました。 

 

Ａ 【評価】 

・制度説明会により利用促進が

図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・成年後見センターや制度の周

知方法の工夫が必要。 

ウ 権利擁護に関する

理解促進事業 

ウ【高齢者支援課】 

・在宅医療支援センターを

運営しています。 

ウ【高齢者支援課】 

・相談件数が 72件ありました。 

市民や関係機関からの相談件数が伸び

てきており、在宅医療支援センターの周知

も進んでいます。地域において講座も開催

しており、より身近な機関として多くの相

談を受けられるよう体制を整えていきま

す。 

 

Ａ 【評価】 

・市民や関係機関からの相談に

より、権利擁護に関する理解促

進が図れており、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・在宅医療センターでの周知方

法の工夫が必要。 

ウ【成年後見センター（社

協）】 

成年後見制度ミニ講座や 

親なき後の講演会、弁護

士による無料相談会等を

実施しました。 

ウ【成年後見センター（社協）】 

権利擁護に関する理解促進につながり

ました。個別相談では補完しきれない部分

について、無料相談会を紹介、成年後見制

度ミニ講座にも相談者の方に出て頂いて

さらに知識を深めていただくなど、事業ご

とに連動しながら相談者対応を行いまし

た。今後成年後見制度ミニ講座は、市民活

動センターでの実施だけでなく、地区セン

ター等で開催することにより今まで参加

できなかった参加者層の掘り起こしを行

っていきます。 

 

Ａ 【評価】 

・口座等により、権利擁護に関す

る理解促進が図れており、評価

妥当。 

【課題・意見等】 

・継続的な制度運営が行えるよ

うに関係各課との協議を行い、

周知方法の工夫や継続支援が

必要。 

(4)権利擁護ネットワーク 

の推進（計画 P33） 

ア 権利擁護ネット 

ワークに関する協 

議体の整備 

ア【福祉総務課】 

・権利擁護ネットワーク関

する協議体の整備につい

て、社会福祉協議会と協議

を行いました。 

 

 

 

ア【福祉総務課】 

・協議会の設置については 

福祉総務課と社会福祉協議会で検討を重

ねましたが、成年後見人等とのマッチング

については関係各課と調整中です。一人ひ

とりに相応しい成年後見人等とのマッチ

ングを行える体制の整備に向け、関係各

課、社会福祉協議会との協議を行っていき

ます。 

Ｃ 【評価】 

・権利擁護ネットワークに関す

る協議体の整備については、協

議段階にあるため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・相談体制の整備や関係各課と

の協議により、権利擁護ネット

ワークに関する協議体の整備

が必要。 
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ア【成年後見センター（社

協）】 

協議会の設置について、

市と協議を行いました。 

 

 

ア【成年後見センター（社協）】 

協議会の設置については福祉総務課と

社協で検討を重ねております。引き続き、

どのような形での設置が望ましいのか今

後も福祉総務課と社協で協議を重ねてい

くのと同時に、それぞれの役割分担を明確

にしていきます。 

Ｃ 【評価】 

・権利擁護ネットワークに関す

る協議体の整備については、協

議段階にあるため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・相談体制の整備や関係各課と

の協議により、権利擁護ネット

ワークに関する協議体の整備

が必要。 

 

   イ 法人後見事業 イ【福祉総務課】 

・法人後見事業を社会福祉

協議会に委託業務により

実施した。 

イ【福祉総務課】 

・法人後見ならではの多職種による視点で

本人の権利を最大限尊重した権利擁護支

援を行いました。法人後見事業の運営に関

する相談機能、事業の助言・指導期間とし

て年４回法人後見運営委員会を開催しま

した。 

 

Ａ 【評価】 

・権利擁護支援が図れており、評

価妥当。 

【課題・意見等】 

・支援体制の検討が必要。 

イ【成年後見センター（社

協）】 

多職種による視点で本

人の権利を最大限尊重し

た権利擁護支援を行いま

した。 

イ【成年後見センター（社協）】 

18 件（後見９件、保佐７件、補助２件）

の方の受任を行いました。法人後見受任件

数は年々上昇し、県内でも上位に入る件数

となりました。被後見人の意思や権利を最

大限尊重した丁寧な支援を心掛けました。 

 

Ａ 【評価】 

・権利擁護支援が図れており、評

価妥当。 

【課題・意見等】 

・相談支援の更なる充実が必要。 

  ウ 権利擁護人材の育 

    成 

ウ【福祉総務課】 

法人後見事業を社会福

祉協議会に委託業務によ

り実施した。「広報機能」

と「相談機能」の中核を担

っているため、令和６年４

月から中核機関と位置づ

けました。 

ウ【福祉総務課】 

中核機関の各機能の内、「司令塔機能」、

「協議体」を運営する「事務局機能」、「進

行管理機能」を発揮するため、協議を行っ

ています。 

中核機関として、支援者へのアドバイス

やフォローアップを行いました。引き続き

中核機関の機能を発揮するため協議を行

っていきます。 

 

Ｂ 【評価】 

・各機関の機能の進捗状況を明

らかにするなどが必要なため、

評価妥当。 

【課題・意見等】 

・中核機関としての機能を発揮

するための協議が必要。 

ウ【成年後見センター（社

協）】 

市民後見人養成講座 

を実施しました。 

ウ【成年後見センター（社協）】市民後見 

人養成講座では９名の受講者全員が修

了することができ、後見支援員として活

躍出来る新たな体制を作ることができ

ました。市民後見人の誕生が今後の課題

です。市民後見人養成講座実践編につい

ては受講者全員が修了することができ、

法人後見制度を支える後見支援員の新

たな体制を作ることができました。今後

は市民後見人の誕生に取り組み、新たな

担い手の創出を行っていきます。 

 

Ｂ 【評価】 

・一定数の受講者がおり、支援活

動が行われているため、評価妥

当。 

【課題・意見等】 

・市民後見人養成講座受講修了

者は、後見支援員として活動し

ているが、市民後見人誕生に向

けた取組の継続が必要。 
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第４次入間市地域福祉計画令和７年度評価（令和６年度推進１年目） 評価書 

 

評価シート２  Ⅱ 地域づくり支援（計画 P36） 

 

１ 市民同士の共助関係

の構築（計画 P37） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1) 見守り活動（横のつな 

がり）（計画 P37） 

ア 「見守り事業」に係 

る地域活動支援 

の充実 

ア【高齢者支援課】 

高齢者宅を訪問する見

守りボランティアによる

支援を実施しました。 

ア【高齢者支援課】 

ボランティア 12名で、16 件の利用があ

りました。ボランティアによる支援によ

り、高齢者の安全・安心の確保に一定の成

果がありました。一方で、ボランティアの

人数が限られており、支援希望があっても

マッチングできない事例が見られたこと

から、今後はボランティアの増員や活動の

周知を図ることで、改善していきたいと考

えています。 

 

Ｂ 【評価】 

・ボランティアによる支援があ

り、一定の成果があるため、評

価妥当。 

【課題・意見等】 

・民生委員、地域団体、自治会な

ど横連携の検討が必要。 

・担い手不足対策、未整備地区へ

のアプローチ、活動全体の周知

方法改善の取組が必要。 

(2) 市民の相互援助活動の 

充実（計画 P38） 

ア 「地域ささえあい 

組織」がない地区 

の設立のための 

バックアップを 

行います。 

ア【社会福祉協議会】 

地域ささえあい組織が

ない地区に対する組織設

立のためのバックアップ

を行いました。 

ア【社会福祉協議会】 

第１層 SC・CSW から宮寺・二本木地区近

隣助け合い活動推進会会長に、支え合い活

動の必要性や市内の支え合い組織の情報

等を共有し、その後、近隣助け合いのメン

バーである民生児童委員や自治会の方数

名と話し合いを２回開催しました。 

ささえあい活動説明後の参加者の理解

度を測ることや、「必要性」への共感や納

得感が得られたかを確認できていません。

また必要性の説明が、今後の地域内対話や

共同のきっかけになったかの確認が不足

しています。今後、地域の実態把握も含め

地域の方の意見を聞く場を改め設ける方

向性で推進していきます。 

 

Ｃ 【評価】 

・講座等の画策は行ったが、未実

施であったため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・民生委員、地域団体、自治会な

ど横連携の検討が必要。 

・講座等の実施、担い手不足対

策、未整備地区へのアプロー

チ、活動全体の周知方法改善の

取組が必要。 

 イ 「地域ささえあい組

織」の団体間の情報

交換等の支援を実

施します。 

イ【社会福祉協議会】 

地域ささえあい組織の

団体間の情報交換等の支

援を実施しました。 

・地域支え合い活動団体（福

祉圏域６地区、自治会等４

団体） 

・支え合い活動団体連絡会

の実施（８月８日 参加者

２ 

８人）情報交換、担い手を

増やすための実践報告と

グループワークを行いま

した。また有志による担い

手不足についての意見交

換会（11月 27 日）を実施

し、３月には健康福祉セン

ターにて、 

地域支え合い活動の周知

を図るための展示物を作

成し、ＰＲ活動を行いまし

た。 

 

 

 

イ【社会福祉協議会】 

依然として担い手不足のため、情報交

換・情報共有の場を設けるとともに、新し

いつながりを積極的に作っていきます。 

令和６年度の支え合い活動団体連絡会

において、担い手不足等の課題共有はでき

ているが、担い手を増やす手法は各団体に

よって地域性や考えの違いがあり、講座等

の開催は実施できませんでした。原点にも

どり、地域での支え合いや助け合いの必要

性を広めるために、地域支え合い活動団体

の活動を周知する展示物を作成して周知

を広げていくとともに、人材養成講座の実

施や、他の地域活動団体と人材交流ができ

るような情報発信を検討していきます。 

Ｂ 【評価】 

・既存団体への支援により、一定

の成果があるため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・民生委員、地域団体、自治会な

ど横連携の検討が必要。 

・担い手不足対策、未整備地区へ

のアプ 

ローチ、活動全体の周知方法改

善の取組が必要。 
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(3) 地域の団体等への支援 

（計画 P39） 

ア 地域での共助関 

係の構築のため、 

地域でのイベン 

トや行事・学校・ 

地区センター活 

動への積極的な 

住民参加を推進 

します。 

 

ア【地域振興課】 

区・自治会、地域住民と

連携し、市報・地区センタ

ーだより等の活用により、

地域情報の発信および地

域イベントへの参加を推

進しました。 

ア【地域振興課】 

区・自治会、地域機住民との連携による

地域情報の発信および地域イベント参加

の推進を継続して行います。課題として、

住民の高齢化や地域活動に対する意識変

化があげられます。 

毎月発行の地区センターだよりの活用

により、地域の情報やイベント情報の発信

が図られています。 

Ａ 【評価】 

・情報発信に努めており、評価妥

当。 

【課題・意見等】 

・担い手対策や住民参加の方法

の工夫や改善への取組が必要。 

  イ 自治会加入の必 

要性を説き、加入 

率の向上に努め 

ます。 

イ【地域振興課】 

・令和６年７月に入間市自

治会ハンドブックを改定

しました。 

・自治会優待カード事業の

継続及び周知を行いまし

た。 

・自治会加入促進チラシの

配布を行いました。 

イ【地域振興課】 

区・自治会の周知・加入促進に向けたチ

ラシ・入間市自治会ハンドブックの活用、

地域協賛店の協力により自治会加入者が

サービスを受けられる自治会優待カード

事業の周知により、自治会活動の周知、加

入率向上につなげました。 

課題として、住民の高齢化や、一人世帯の

増加、地域活動に対する意識変化などによ

る加入率の減少や担い手不足があります。 

自治会ハンドブックは、区・自治会役員

からも大変参考になるとの意見をいただ

いています。今後は、区・自治会役員の高

齢化や担い手不足などの課題解決に向け

検討していきます。 

 

Ｂ 【評価】 

・自治会加入率向上への取組は

行っているため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・自治会加入のメリットや活動

の SNS（LINE 等）を活用した周

知の工夫等、担い手不足への対

策が課題。 
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第４次入間市地域福祉計画令和７年度評価（令和６年度推進１年目） 評価書 

 

評価シート３  Ⅲ 居場所づくり支援 

 

１ 社会へのつながりを

回復する支援（計画 P40） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1) 地域での居場所づくり

の充実（計画 P41） 

ア 子どもの居場所

「笑顔の広場」の充実 

ア【社会福祉協議会】 

・こどもの居場所講演会を

開催しました。10 月２日

に開催し、67名の参加者

がありました。 

 

 

・こどもの居場所情報交換

会を開催しました。３月

13 日に開催し、39名の参

加者がありました。 

 

ア【社会福祉協議会】 

・子どもにとって主体的な居場所である意

味と重要性について再認識をする機会と

なりました。こどもの居場所づくりに関心

のある方や関係者に向けた講演会である

ことを明示し、対象を明確にすることで参

加者を効果的に募る工夫を検討します。 

・こどもの居場所についての想いを活動者、

関係者が話し合い、相互理解を促進するこ

とができました。令和４年度より講演会、

情報交換会を開催し、活動者、関係機関と

の顔の見える関係が構築され、こどもの居

場所団体間の交流も深まってきました。 

 

Ｂ 【評価】 

・講演会や情報交換会では一定

の参加者があり、活動者や関

係機関との団体間交流も行わ

れているため一定の効果によ

り、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・公共施設ではない新たな居場

所の検討や工夫によりつどい

の場へと発展させる取組が必

要。 

  イ 「こども食堂」と

「いるま学習支援

の会」の充実 

 イ【社会福祉協議会】 

「こども食堂」と「いる

ま学習支援の会」の充実を

図ります。 

イ【社会福祉協議会】 

子どもにとって主体的な居場所である

意味と重要性について再認識をする機会

となりました。こども食堂ネットワークい

るまの事務局を担い、広報周知をはじめ、

こども居場所団体と地域関係団体をつな

ぎ、情報の連携を図りました。社協だより

２月号特集で「こどもの居場所」の周知を

行い、市内３カ所の居場所立上げに結び付

きました。 

 

Ａ 【評価】 

・相当の利用者があり、３ヶ所

の居場所の立上げを行うなど

成果があったため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・学校で講演し、こどもと一緒

に考えるなど、周知方法の改

善により、つどいの場へと発

展させるための取組が必要。 

 

ウ 住まいに困窮する 

方に係る施策（地域

生活の基礎となる住

まいの確保） 

ウ【都市計画課】 

・住まいに困窮する方に係

る施策（地域生活の基礎と

なる住まいの確保）を実施

しています。 

・住まいの確保に配慮を要

する高齢者等に「埼玉県あ

んしん賃貸住宅等登録制

度」で登録された不動産仲

介業者（サポート店）の情

報を提供します。 

 

 

ウ【都市計画課】 

・住まいに困窮する方に対し、市営住宅の運

営及び県営住宅の定期募集に関する情報

提供を実施しました。 

・「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」の

情報提供を希望する方はいませんでした。 

今後は、住まいの確保に配慮を要する高

齢者等への支援を円滑に進めるため、埼玉

県住まい安心支援ネットワークとの連携

を一層強化し、不動産仲介業者（サポート

店）に関する情報提供体制の整備を進めて

いきたいと考えています。 

 

Ｂ 【評価】 

・住まいに関する情報提供体制

は整備されているため、評価

妥当。 

【課題・意見等】 

・情報提供を希望する方がいな

いことの状況分析や具体的な

対策を今後に行うことが課

題。 

(2)再犯防止の推進 

（計画 P43） 

ア 自立した生活のた 

めの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア【福祉総務課】 

・保護司活動の保護観察対

象者に対して月に２度行

っている面談会場を提供

しています。（市役所・地

区センター）現在保護司１

名が地区センター会議室 

を活用し、面談を行ってい

ます。面談時においては、

対象者のプライバシー保

護のため、会議室の利用目

的を非公開にしています。 

・月に３度入間市役所内に

て更生保護サポートセン 

ア【福祉総務課】 

保護司の面談場所の確保や更生保護サ 

ポートセンターの開設など、目に見える成

果が上がった一方、会員不足や高齢化など

の課題も解決には至っていないため、引き

続き再犯防止の取り組みを推進していき

ます。 

・保護司が抱く面接時の不安感を、公共施設

で面接を行うことで、軽減することができ

ています。 

 

 

・令和７年１月開設の為、周知方法について

引き続き研究していきます。 

Ｂ 【評価】 

・保護司の面談場所の確保や厚

生保護サポートセンターの開

設など一定の成果があるた

め、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・保護司への周知方法の改善に

より、厚生保護サポートセン

ター利用率の向上の取組の継

続が必要。 
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ター入間分室を開設して

います。更生保護に関する

市民からの相談や、保護司

の情報共有の場として活

用されています。（令和６ 

年 12 月までは所沢市役所

内にて開所） 

・総合相談支援室に犯罪・非

行関連の相談が寄せられ

た際はサポートセンター

の活動を紹介しています。 

・年に１度、保護司を対象に 

矯正施設へ視察研修を行

っています。 

 

・７月１日に市内９か所に 

て犯罪・非行防止及び更生

の啓発活動（社会を明るく

する運動）を行っていま

す。 

 

将来的に市役所内での会議室確保の確実

性が懸念されます。 

 

 

 

 

 

・今のところ、実施件数なし。 

 

 

 

・仕事の都合などで参加者の減少が問題と 

なっているため、所沢地区内の他支部や更生

保護女性会と合同で行う案も検討してい

ます。 

・保護司・更生保護女性会員が担当地区ごと

に分かれて啓発活動を行っています。保護

司及び会員の高齢化が進んでおり、平均年

齢の高さが埼玉県内で問題となっていま

す。 

  

  イ 児童虐待防止の推 

    進 

イ【こども支援課】 

秋のこどもまんなか月

間でオレンジリボン・児童

虐待防止推進キャンペー

ンを実施しました。 

 

 

 

イ【こども支援課】 

虐待予防の周知啓発に努めました。ま

た、オレンジプログラム（子育てのストレ

スを軽減する対処法の教室）を３施設で実

施しました。定期的かつ継続的な普及啓発

により児童虐待予防に関する意識は徐々

に高まってきています。 

 

Ａ 【評価】 

・定期的かつ継続的な普及啓発

により、児童虐待防止に関す

る意識は徐々に高まっている

ため、評価妥当。 

ウ 福祉総合相談窓口 

の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ【総合相談支援室】 

「総合相談支援室」と市

内９か所の「地区センタ

ー」で相談を受け、専門的

な内容については、関係部

署・専門機関と連携を図る

等、包括的な支援を行って

います。 

ウ【総合相談支援室】 

福祉の相談から相続や離婚などの暮ら

しの相談まで、相談者の属性を問わない包

括的な相談支援を行いました。 

収入や仕事等、生活に関する相談と相続

や離婚等、暮らしに関する相談が、相談内

容の約８割を占めています。また、前述以

外の相談も多数寄せられており、関係機関 

や専門相談につなぐ相談支援を実施しま

した。窓口設置目的の一つであった、どこ

に相談したらよいか分からない相談者の、

一定の受け皿となりました。分野別延べ相

談件数は令和 5年度より、1,287 件増加す

るなど、福祉の相談と暮らしの相談によ

り、包括的な相談支援を実施したことで、

福祉相談窓口の充実に繋がった。 

〇令和 6年度相談件数 

・暮らしの相談 2,042 件 

・福祉の相談  4,524 件 

〇福祉の相談内訳 

・生活 3,327 件 

・病気・障害 669 件 

・高齢・介護 113 件 

・子ども 99 件 

・家庭 316 件 

 

 

 

 

 

 

Ａ 【評価】 

・相当数の相談実績があり、評

価妥当。 
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  エ 生活困窮者自立支 

援事業の推進 

 

 

エ【生活支援課】 

生活困窮者自立支援法

に基づく必須事業（自立相

談支援事業及び住居確保

給付金支給事業）、任意事

業（就労準備支援事業、家

計改善支援事業及び生活

困窮世帯の子どもに対す

る学習支援事業）を実施し

ました。 

生活困窮者からの相談に応

じる「自立相談支援事業」に

ついては、新規相談受付件数

428 件、支援実施延べ回数

5,347 回の相談を受け付け

ました。 

 

エ【生活支援課】 

生活困窮者の自立と尊厳の確保を図る

ための相談窓口として包括的、継続的な支

援を行うことができました。 

専門の相談員が生活困窮者からの相談

に応じ、必要な情報提供及び助言を行うと

ともに、生活困窮者の自立の促進を図るた

め、的確な評価・分析に基づいて自立支援

計画を策定し、関係機関との調整等を行い

ました。 

 

Ａ 

 

【評価】 

・自立支援計画を策定し、関係

機関との調整を行い、相談も

相当数行っているため、評価

妥当。 
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２ 多様性の尊重（計画

P44） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1)多文化共生の推進（計

画 P44） 

ア 外国人相談窓口の

継続・推進と、庁内

各課及び関係団体

との連携強化を進

める他、それに係る

諸問題を庁内各担

当課、関係団体の間

で共有する体制の

強化を進めます。 

ア【地域振興課】 

・外国人相談窓口として毎

週火曜日、第二・四金曜日

に英語、毎週水曜日にスペ

イン語、毎月第一木曜日に

中国語でそれぞれ午前９

時から 12 時に相談窓口を

開設しています。 

 

・年に 1回「市職員向けやさ

しい日本語講座」を実施

し、相談窓口を開設してい

ない時間帯の外国人対応 

については、各課で対応が

できるよう庁内各課で連

携強化を進めています。英

語での相談件数が 114 件、

スペイン語での相談件数

が 34 件、中国語での相談

件数が２件ありました。令

和６年度「市職員向けやさ

しい日本語講座」について

は令和７年１月 16 日（土）

に実施し各部から 22 名の

参加がありました。 

 

ア【地域振興課】 

・外国人市民が増加し、その国籍も多様化す

る中で、市職員として外国人市民への対応

及びコミュニケーションの円滑化を目指

し、「やさしい日本語」の基礎を学ぶ座学

を実施し各部（課・所）へ周知を図りまし

た。 

・年に 1 回「市職員向けやさしい日本語講

座」を実施し、相談窓口を開設していない

時間帯の外国人対応については、各課で対

応ができるよう庁内各課で連携強化を進

めています。英語での相談件数が 114 件、

スペイン語での相談件数が 34 件、中国語

での相談件数が２件ありました。令和６年

度「市職員向けやさしい日本語講座」につ

いては令和７年１月 16 日（土）に実施し

各部から 22 名の参加がありました。 

開設している外国人相談窓口について

は、毎年同規模程度の相談件数を受け付け

ているため、一定の需要に応えられていま

す。 

また、座学研修を通しての職員の応対能

力の向上を狙うなど、ソフト面の強化・関

係各課間の協働体制の下地作りを行うこ

とが出来ました。 

Ａ 【評価】 

・外国人相談窓口を開設し、相

当数の相談を受けて、需要に

応えているため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・職員の応対能力の強化、関係

各課間の協働体制の整備が必

要。 

(2)LGBTQ に関する理解促 

進（計画 P45） 

ア LGBTQ 相談事業の 

推進、住民への理 

解促進 

ア【総合相談支援室】 

相談者の属性を問わな

い包括的な相談支援及び

庁内各担当課や関係機関、

専門相談につなぐ支援を

実施しています。 

 

 

ア【総合相談支援室】 

相談に係る諸問題を庁内各担当課や関

係機関と共有し、包括的な相談支援を行い

ました。 

相談事例に応じて、庁内各担当課や関係

機関と連携し、包括的な相談支援を行っ

た。 

Ａ 【評価】 

・相談窓口としての相談体制を

整備し、包括的な相談支援を

行えているので、評価妥当。 

ア【人権推進課】 

・性的マイノリティのため

の悩みごと相談を実施し

ました。 

・LGBTQ パネル展を開催しま

した。 

・LGBTQ 講演会を実施しまし

た。 

ア【人権推進課】 

・通年実施で、Ｒ６の相談件数は４件でし

た。 

・令和６年 24日～６月 28 日の間、本庁１階

市民ホール展示コーナーにて LGBTQ パネ

ルの展示を開催しました。 

・LGBTQ 講演会（西武小）対象：教職員 26 名 

・LGBTQ 講演会（東町小）対象：６年生 79 名 

・LGBTQ 講演会（野田中）対象：全学年 310

名 

・パネル展や講演会により、住民への理解促

進へ向け、効果的な啓発を行うことができ

ましたが今後も既発活動が必要です。 

・今後も相談員のスキルアップや関係機関

との連携強化に継続的に取り組む必要が

あります。相談事業においても、各種啓発

により相談件数の増加に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 【評価】 

・パネル展や学校での講演会を

一定数開催し、住民への理解

促進を図ったため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・周知方法の工夫が必要。 
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３ 災害時の地域の体制

整備（計画 P46） 

取り組み 取り組み状況 成果と課題 

 

ＡＢＣ 

評価 

委員意見 

(1) 他団体と連携した防災 

対策の推進（P46） 

ア 災害時を想定した 

平時の各機関との 

連携強化 

ア【危機管理課】 

防災協定の締結の促進

を図りました。 

ア【危機管理課】 

６件の防災協定を締結しました。課題と

して、有事に向けた訓練が必要になりま

す。 

Ａ 【評価】 

・６件の防災協定を締結し、連

携を強化しているため、評価

妥当。 

【課題・意見等】 

・子どもや高齢者、外国人など

多様な人が参加できる訓練内

容の検討が必要。 

 

ア【高齢者支援課】 

地域包括支援センター

では、避難行動要支援者同

意者名簿により平時から

支援者（高齢者）の把握に

努めています。 

ア【高齢者支援課】 

民生委員と情報共有しているが、地区セ

ンターとは共有していないため、災害時に

生かせるかが課題となっています。地区セ

ンターとは今後話し合いを進め情報共有

に努めたいと考えています。 

Ｂ 【評価】 

・平時から避難行動要支援者の

把握に努め、一定の成果があ

るため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・民生委員と地区センターなど

の支援団体の情報共有につい

て検討が必要。 

 

ア【障害者支援課】 

災害時を想定した平時

の各機関との連携強化に

取り組みました。 

ア【障害者支援課】 

・令和３年度に作成した在宅で医療的ケア

を受けている方のための「災害サポートブ

ック」を最新の情報に見直しを行い、公式

ホームページへの掲載および関係機関へ

周知しました。 

・福祉避難所の開設訓練の実現に向け、埼玉

県が主催する福祉避難所開設・運営訓練に

係る研修動画の視聴により見識を深めま

した。福祉避難所開設訓練については、障

害者の施設だけでなく、高齢者施設もあり

福祉部として危機管理課と意見交換を行

っていますが協議が進んでいるとは言え

ない状況です。 

 

Ｂ 【評価】 

・災害サポートブックの見直

し、関係機関への周知を行い

一定の効果があるため、評価

妥当。 

【課題・意見等】 

・福祉避難所の開設運営訓練の

実現に向けて、関係部局との

検討や協議が必要。 

(2) 避難行動要支援対策の

強化（計画 P47） 

ア 要配慮者及び避難 

行動要支援者への 

避難行動要支援者 

名簿による援護体 

制づくり 

ア【市民安全課】 

避難行動要支援者避難

支援制度の取組みについ

て関係団体（自治会、民生

委員等）へ周知を図り、避

難行動要支援者名簿の重

要性と個別支援計画策定

の取組みについてのはた

らきかけを行います。 

ア【市民安全課】 

関係団体の会議に出向き、制度の説明を

行い支援者に周知しました。また、地域支

援者が、個別避難計画を作成しやすい体制

を構築します。 

関係団体への制度の説明については、支

援者に周知が進んできていますが、個別避

難計画の作成についても、改善点を研究

し、取り組むことが必要と考えます。 

Ｂ 【評価】 

・関係者への制度説明は、支援

者に周知が進んでいるため、

評価妥当。 

【課題・意見等】 

・関係団体に周知を図り、避難

行動要支援者名簿の重要性を

説明し、個別避難計画の作成

に結び付けることが必要。 

 

  イ 個別避難計画の作 

成並びに現況把握 

など 

 イ【市民安全課】 

(2)アと同様 

 イ【市民安全課】 

(2)アと同様 

Ｂ 【評価】 

・関係者への制度説明等、避難

行動要支援者避難制度の取組

が進んでいるため、評価妥当。 

【課題・意見等】 

・個別避難計画の作成について

は、改善点を研究し、取り組む

ことが必要。 
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